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各論点に関連する主な意見 

 

 

 

１ 性別を理由とする差別の禁止について（間接差別を含む） 

（１）第５条（募集・採用における性別を理由とする禁止）関係について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

 

 

 

 

 

 

○ 学部による就職率の差はあるようだ

が、同じ学部では、男性よりも女性の就

職率が低いということもなく、就職内定

率も平成８年頃に比べれば、年を追うご

とに差は縮小しているのではないか 

 

 

（２）第６条（配置、昇進等における性別を理由とする禁止）関係について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

○ 均等法では、雇用管理全般において性別を理由とする差別

が禁止されている。禁止される措置の具体的な内容が指針に

明記されているが、いまだ男女格差が改善していないという

のは、各種資料でも明らかである。この差別を是正する上で

の障害の１つは、人事・労務管理に関する資料を事業主が独

占しているので、労働者が性別を理由とする差別を立証する

のは容易でないことがあるかと思う。 
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  その具体的な解決策ということで、「事業主は第６条に規

定された事項の基準や運用のあり方を明らかにすること」「労

働者から説明を求められた場合、事業主は説明しなければな

らないこと」「説明を求めたことを理由に不利益取扱いをし

てはならないこと」を指針に明記すべき。 

 

○ ６条の実効性を確保するためには、基準や運用のあり方を

明らかにすることが必要。性別を理由とする差別でないこと

を使用者が説明することにより、基準に合理性や透明性が担

保されていくであろうし、労働者の納得性も高まり、雇用均

等室への相談件数も減少していくのではないか。そのために

も、労働者から説明を求められた場合、事業主は説明しなけ

ればならないこと、説明を求めたことを理由に、不利益取扱

いをしてはならないことを指針に盛り込むべき。 

 

○ 第６条の関係で、パートタイム労働法では、労働条件が不

明確になりがちな短時間労働者の納得性を高める観点から、

待遇の各決定に当たって考慮した事項の説明義務が規定され

ている。また、昨年取りまとめられた建議では、説明を求め

たことを理由とする不利益取扱いの禁止を法律で定めること

も盛り込まれた。 

同様の規定を均等法でも定めることは、男女の待遇の違い

を生じさせている理由を明らかにして労働者の納得性を高

め、不合理な格差がある場合にはそれを解消していくために

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 前回の改正のときに男女双方の差別

禁止になり、男女別の雇用管理をしてい

ないので、男女別には説明しようがな

い。 

 

○ 企業の立場から、男女かかわらず全従

業員に対して昇格の理由の有無を求め

るのは、現場の混乱度合いを考えると、

適切ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 短時間労働者の場合は、通

常の労働者と比べると、処遇

の決まり方が非常に多様なの

で、そういう意味での説明責

任は結構あるのかという気は

する。しかし、均等法では、

同じ雇用管理区分の中での男

女の違いについて、そこで説

明してくれと言っても、多分
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は有効である。 

 

 

 

○ 「結婚を理由とする労働条件などの差別待遇」について、

指針では、職種変更と定年について、婚姻に係る記載がなく、

不明確である。婚姻を理由とする差別を迅速に是正できるよ

うにするために、第９条を改正して、妊娠・出産等を理由と

する労働条件の不利益な取扱いと同じように、結婚を理由と

する退職・解雇以外の差別も第９条で禁止するか、第５条、

６条で禁止される差別であることを指針で明確にすべきであ

る。 

 

○ 原則的な認識について申し上げておきたいのだが、妊娠、

出産は女性に固有な出来事ということで、直接差別の対象と

しないというのはかなり特殊、日本的な解釈であろうと認識

している。ＥＵ法も含めて、欧米の法律では基本的に妊娠、

出産に係る時期というのは完全な保護対象となっており、直

接差別という考え方で運用されていると理解している。 

 

 「男女同じですよ」という基

準の説明しか実際はないのか

という気がする。その規定を

入れたときに、どれだけ効果

があるのか。 

今の苦情、紛争解決の仕組

みの中に、苦情の自主的な解

決とか、均等室の助言・指導

があるので、それで何か不十

分なことがあるのか。 

 

○ 労働契約法第 20 条ができ

たために、労働条件が不合理

ではないという説明をする必

要が、企業にとって強まって

いる。同条は有期契約の話だ

が、全般的に説明責任の要請

は重くなりつつある。 
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（３）第７条（間接差別）関係について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

① 間接差別の考え方について 

 

○ 国連の女子差別撤廃委員会からも、日本は女子差別撤廃条

約の理念を国内法に取り入れていないのではないかというこ

とで、間接差別の点が不十分だということは指摘をされてい

る。そうした指摘との整合性も含めて、間接差別のところは

慎重に検討していただきたい。 

 

○ 間接差別については、本来的には間接差別法理を導入して、

個々の事例について、間接差別かどうかを問うていくという

のが本来の在り方だと思うが、現在は限定列挙となっている。

少なくとも研究会の中で例示された７項目、例えば将来の転

勤可能性だったり、世帯主の扱いであったり、パートと正規

との比較の問題であったり、もう 1 つは、学歴、学部のフィ

ルターというものが現在でもかなり強くかかっているので、

そうしたものについて少なくとも例示列挙という形で広げ

て、その他にもグレーゾーンはたくさんあると思うが、間接

差別であるということを施行規則に明記すべき。 

 

○ これまで労側としては、現行、限定列挙になっているもの

を例示列挙にすること、前回の研究会報告書の 7 項目も間接

差別とすること、将来的に間接差別に関する法理を導入する

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 16 年の男女雇用均等政策研究会

報告書で挙げられた７点の事項が、何か

間接差別の事例として出てきているの

か。実際に平成 19年から 23年の５年間

で行政指導されたものが 19 件である。

間接差別ということで、非常に大きな問

題があるとは思っていない。現行法の３

つ以外の要件が入らなかったことで、何

か実際に問題が起きているのか。 

 

○ 間接差別については、当時の研究会報

告は、まだ間接差別の概念自体が均等法

に入ってないということで、概念自体が

明確になっていなかったために、そのイ
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べきではないかということを言ってきた。この考え方自体は、

現行も持ってはいるものの、少なくとも今回の見直しにおい

ては、現行の 3つの要件についての見直しを行うべき。 

 

メージを示すために出されたものでは

ないかと思っている。 

これらを参考にして、前回の均等法見

直しの議論のときに検討がなされて、そ

の結果、現行の省令になっていると考え

ている。当時から特段、状況が変わって

いるとは思っていない。 

間接差別の資料を見ても、施行５年間

であの件数（助言・指導等の件数）とい

うことで、現行の考え方を変えてまで

（間接差別の対象となる要件を）増やす

必要は無いと考える。 

 

○ 間接差別については当時（前回改正

時）の議論でも予見可能なものにして欲

しいというのが使側の主張だった。 

間接差別の定義というのはなかなか

理解がされていないと思う。理解されて

いないからこそ、むやみにいろいろなも

のが要件に入るということには反対で、

今ある定義そのものを周知した上で、今

の省令に規定されている３点も、これが

即、間接差別にあたるわけではなく、事

業主が合理的な説明ができればいいと
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いうことがまず理解されていないので

はないか。今の３つの中でまずは、間接

差別の定義そのものを周知していくこ

とが大事ではないか。 

② 転居を伴う転勤について 

 

○ 昇進・昇格に伴って転勤することを要件とすることについ

て、現状は省令のなかでも、転勤経験という過去の経験だけ

を要件とすることは間接差別になっている。もちろん過去の

転勤というのもそうだが、将来の転勤を承諾するか否かが昇

進・昇格の条件になるということも、趣旨から考えれば間接

差別として扱うべき。 

 

○ 総合職に限定する必然性が特段なく、総合職の限定を削除

すべき。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 昇進についての転勤は相

談事例も出てきているという

指摘があったが、現行の施行

規則で定められている類型と

横並びにする形で議論ができ

るかどうかという点と、使側

委員の指摘でも合理的理由が

あればよいということなの

で、その点をどう考えるかと

いう点も検討してよいのでは

ないか。募集・採用について、
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現在、総合職について合理的

理由があれば全国転勤要件を

課してもよいということだ

が、現状では説明しづらいと

いう問題があるのかどうかも

検討してもよいのではない

か。 

 

③世帯主について 

 

○ 具体的な事例として、私どもが相談等をよく受けていて、

これは間接差別になると判断をしているのが、手当等の世帯

主要件である。これは圧倒的に男性が世帯主というケースが

多いので、住民票上変えられるのではないかという指摘もあ

ったが、世帯主要件というのは、圧倒的に男性に優位になっ

ている。 

 

○ 世帯主は自由に変えられるとの御指摘があるが、他の制度

との関係などもあって、社会実態を踏まえると、通念上なか

なかそういうことは非現実的で、結果的に事実上の男女格差

が生じている。 

 

 

 

○ 福利厚生に世帯主要件をかけている

のは企業それぞれの事情があるのだと

思う。世帯主は変えることが可能なの

で、必ずその家族の中の男性が世帯主に

なっていなければいけないということ

ではない。変更が可能なので、そういう

中身のものをここで議論するのはどう

かと思う。 

 

 

 

○ 世帯主であることによっ

て賃金に差がつく場合を間接

差別として捉えるとすると、

労基法第 4 条の問題になり、

同条について間接差別という

概念を導入するとなると、こ

れまでの労基法からかなり踏

み出すことになる。世帯主で

あることによって何に差が出

る場合を想定しているのかと

いう議論が必要であろう。 
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（４）コース別雇用管理について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

○ 相対的に見ると、一般職は女性職、総合職は男性職のよう

に具体的に傾向が全体としてはっきり出てくるということが

構造的にある。構造的な男女格差が、結果として賃金差別な

どにも結び付いていくわけで、構造的な問題をどのように解

決したらいいのか、大変悩ましい課題としてあるのではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

○ コース別雇用管理区分の合理性、処遇格差の指針なども出

ているのだが、それが十分に理解されているのかどうか、実

効性を伴っているのかというところが、疑問に思う。 

 

 

 

○ コース別の分類の定義の中には転居を伴う転勤というのが

あるが、転勤が一つの差とすれば、なぜ転勤がない方を選ぶ

かというと、家庭責任がこれから重くなってくるであろうと

○ 一般職の比率について言えば、そもそ

も応募するのは女性が圧倒的に多いの

で、結局比率的にも、そういうものが出

てくるのではないか。 

 

○ コース別雇用管理については、総合職

と一般職という単純なコース別ではな

くなっているので、議論をするときに

は、それ以外のコースも含めての議論が

必要ではないか。少なくとも総合職と一

般職という単純な議論にはならないと

感じている。 

 

○ 改正法によりコース別雇用管理制度

における現状については、着実に改善傾

向にあると考える。こうした状況を踏ま

えると、現行法による企業の取組を引き

続き推進していくことが重要である。 
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思う状況にあるということが、そもそも採用の段階で意識さ

れるためという状況もあるのではないか。職業のステージで

の仕事と生活の調和がもっとできるのだということを明示し

ていくことが、個々の選択肢の幅を広げることにもなるので

はないかと思う。転居というところではなくて、もし仕事と

して一般職を選んでいるとすれば、学歴から見るとそれほど

大きく変わらないのに、十分に活かせていないというふうに

も受け取れるので、その点は疑問にも思う。 

 

○ 10年前に採用された女性の総合職は、10年経つと 65％が

辞めている。これが大きな課題と思っており、労働者にとっ

ても、企業にとっても大きい問題だと思う。 

 

○ 私どもが相談を受けたり、聞いたりしているケースでは、

家族的な責任、あるいは妊娠、出産、子育てというところで、

男性並みの働き方に合わせると、処遇上の様々な配慮がなさ

れないために、結果的に辞めている方が多い。 

 

○ そもそも総合職の人でなければ、なかなか管理職になるの

が難しいだろうと想像すれば、採用の段階で総合職が少ない

という状況であれば、これ以上管理職比率が上がってくるの

は正直難しいのかなとも感じている。 

 

○ 皆さんの周囲でも、今、仕事をしている女性が最初の子ど

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「10 年前に採用された総合職の男女

の職位割合」ということで、離職者を除

いたデータを 100としてグラフを作って

もらっているが、この男性、女性の労働

者の就労期間のデータがあるかどうか

ということである。何かと言うと、10

年間働いたという期間にしてみると、女

性の場合は大体 20 代前半ぐらいから 30

代前半か中頃かと想定するが、恐らく、

育児による休職期間、休業期間を挟んで

いる人たちも、サンプル数の中には一定

割合あると想定できる。男性の育児休職

の取得率と女性の育児休職の取得率を

見ると、女性の方が高く、同じく 10 年

間働いたのではなくて、女性の場合はひ
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もを産むのは、30代半ばぐらいが普通になっていると思う。

特に総合職ということであれば、キャリアのことを考えれば、

キャリア上で不利になることもあって、この時点で子どもを

産んでいる人がいないということはないか、かなり少ないの

ではないかと思う。 

もちろん出産などによる退職、仕事が続けられないといっ

たことは、大きな問題である。両立できないから産むのを先

延ばしにするといった問題も大きな問題だが、むしろこのデ

ータで見えてくるのは、出産以前に、出産というイベントに

差しかからなくても、女性が職場で様々な壁にぶつかって潰

れてしまうというのが現実ではないかと思う。意欲をもって

入社した優秀な人材も、なかなかその能力を発揮することが

できない。出産ということに限らなくても、そういったこと

で、男女で大きく差がついてしまっているという点を指摘し

たい。 

 

○ いわゆるコース別雇用管理といわれるものの内容について

は、コースの区分、コース間の処遇格差の合理性が乏しいと

いうこともあり、事実上、男女別の雇用管理となっているよ

うな場合もある。これが結果として処遇格差の要因となって

いるといった指摘もある。労側としては、法違反の判断を雇

用管理区分ごとに行うとしている指針があるが、この規定が

あるために、いわゆるコース別雇用管理における一般職女性

と総合職男性の処遇格差等は法の対象とならない。そういっ

ょっとしたら７年の人もいれば、８年の

人もいるかもしれない。そういうところ

の差分をなくした形でデータを取って

みても、差があるのか、ないのか。休職

を除いてみれば、ほぼ差がないのかとい

ったところもデータとしてあれば、働き

続けていれば、差がないような処遇にな

っているのかというデータが見られる

といいかなと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ コース別雇用管理制度に

ついて、雇用管理区分ごとに

判断するのは、今の日本の雇

用の現状を見ると合理的なの

ではないか。今、ジョブ型と

か、勤務地限定という議論が

出てきており、コース別雇用

管理制度ができたときと社会
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た意味においては、差別の認定の範囲を狭めて、それがなか

なか是正されないということの要因になっているということ

を、これまでも指摘してきた。 

  先般、労働契約法が改正されたが、その第 20条においては

有期労働契約の労働者と無期労働契約の労働者における不合

理な処遇の差異が禁じられている。この中においても、双方

が同一の雇用管理区分であるというような縛りはなく、そう

いった現状の法体系の中から見ても、均等法の中の指針も、

そういった形で雇用管理区分ごとにしているというところに

ついては、少し見直しが必要ではないか。 

  また、判例を見ると、職種や資格、雇用形態、就業形態等

の区分に基づく待遇格差が、労基法第４条の趣旨に照らして

違法とするような例もある。そういった整合性の観点からも、

この指針の規定については削除をしていただきたい。 

 

○ 雇用管理区分について、少なくとも現状では、雇用管理区

分を超えた職務の比較なり評価というのができない。私たち

はそういうあり方自体も問題にしている。確かに管理職コー

スとか一般職コースというのがあるのかもしれないが、今、

非常に多様な区分がある中で、雇用管理区分の中でしか比較

できないというような人材育成のあり方とか、評価のあり方

を私たちは問題にしている。 

 

○ ５月 17 日の社会権規約の総括所見においても、「女性に対

 

 

 

○ 労働契約法に関しては、「雇用管理区

分により」ということではなかったと思

う。有期であることをもってのというこ

となので、それがイコール雇用管理区分

ということではないと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 雇用管理区分自体を否定されている

ということではなさそうなのでいいが、

雇用管理区分というのは、結局、人材活

用、育成を含めたトータルな区分なの

で、それ自体を超えた形で比較するの

は、事実上難しいと思っている。 

 

 

 

的な状況も相当変わり、制度

の中身も変わっているので、

ここでもう一度、指針でもい

いが、整理をすることが必要。 
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する差別であるコース別雇用管理区分制度及び妊娠を理由と

する解雇といった慣行を廃止すること」と指摘されていると

ころである。 

労側としては、コース別雇用管理制度自体が悪いという立

場に立つものではないが、均等法の指針が法違反の判断を雇

用管理区分ごとに行うとしている限り、コース別雇用管理制

度自体が女性差別だと言われても、仕方がないのではないか。 

 

○ 厚生労働省は、均等法等の趣旨を踏まえた雇用管理が行わ

れるよう、「コース等で区分した雇用管理についての留意事

項」を示しているが、これについて、労使の認識は十分では

なく、指導は十分とはいえない。法違反の判断を雇用管理区

分ごとに行うこととしているのは見直すべきという労働側の

考えは変わらないが、留意事項を指針に格上げして内容の徹

底を図るなどの取組が必要と考える。 
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２ 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

①法令の周知徹底について 

○ 先ほど法の周知徹底という話もあったが、我々としても、

その辺り（法の周知徹底）は必要ではないかと思っている。

相当な相談件数があると。このどのくらいが禁止事項に該当

するのかはよく分からないというところでは、労使双方で、

きちんと趣旨を理解していないところも背景にあるのではな

いか。 

労側もきちんと法の趣旨を伝えていく動きをとっていかな

いといけない。また、使用者側にも法の趣旨とかどういった

背景なのかといったことも、きちんと伝えることで、誤解に

よる相談事案をいたずらに増やさない抑止にもつながるので

はないか。そうしたことを指針等に盛り込むことも検討に値

するのではないか。 

 

 

 

○ 法律が変わって、妊産婦保護の制度については、不利益取

扱いの禁止規定も入り、強行法規に近い形になったと思われ

る。しかし、母性健康管理制度の規定が労働協約なり就業規

則の中に落とし込まれている事業所の割合は４割を切ってい

る。 

現在でも、第一子出生を契機に、６割くらいの労働者が辞

○ 平成 23 年度の第９条関係の助言件数

は 23件で、全体の 0.2％を占めている。

さらに、助言、指導、勧告と、均等室に

よる行政指導が進むにつれて、勧告に至

るまでの件数は、ほぼ０件にまで至って

いる。このような状況を踏まえると、法

の周知徹底に尽力していくことにより、

均等法の施行状況には更なる改善が見

られるものと考える。 

 

○ 均等法がきちんと理解されていない

のではないかということは、こちらも思

う。労使ともに均等法をより理解できる

ような工夫について何かしら考えても

いいのかなと思う。 

 

 

 

○ 人事は分かっていても、現

場の管理職が、例えば、パー

トで働いている人がいて、パ

ートは育休が取れない、産休

は取れないみたいに、企業の

中でもかなりばらつきがあっ

たりするが、現場の管理職が

自分の理解で判断して措置し

てしまっているということも

あるかと思う。会社の人事が

分かっていないというのもゼ

ロだとは言わないが、現場に

浸透していないことをどうす

るのかということは大きい。

例えば派遣などで見ると、で

はどうすればいいのかという

情報提供をしてあげる必要も

と思っていて、派遣の場合の

育休取得をどうすればいいの

かは作られているが、例えば

派遣中に妊娠が分かって、そ

のときは仕事をしていて、次
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めている。制度に問題があるのか、事業所での周知・運用に

問題があるのか、十分な議論をさせていただきたい。 

 

○ 連合の調査でも制度があっても使えなかったとか、必ずし

も十分に周知がされていないことが改めて明らかになってい

るので、より一層の行政指導なり、啓発周知の取組を徹底し

ていただきたい。労使もそれぞれの立場で周知徹底を図って

いきたいということで、合意形成できればいいと思う。 

 

の更新のときに、今度は更新

すると、派遣中に産休に入る

といったときに、もちろん派

遣元はその間は別の人を派遣

するということだと思うが、

継続しないとできない仕事だ

と言われて、派遣先がないと

きにどうするか、そういう人

は派遣してくれるところを探

すのか、そういう人を受け入

れる派遣先がないときはどう

するのかとか、多少どうやっ

ていいか難しい面があるの

で、そういう意味での情報提

供面の必要性が、有期契約の

場合とか、派遣の場合という

のは、結構あろう。 

 

○ 法の趣旨の周知の推進に

ついては、未然防止の点もあ

り、労使にとっても相談しに

くいという話もあったので、

考えていただきたい。 
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②実効性確保について 

○ 第９条の実効性を更に強めていく、向上させていくことが

必要と思っている。 

 どのように履行したらいいのかということは、これから議

論されていくことになるのだろうと思うが、とにかく実情と

しては、こういった相談が多くあるということ自体は、この

中から十分に分かるものであり、対策が急務であるというこ

とが感じられる。 

 

○ 第９条第２項の履行確保の点だが、周知するということも

大切であるが、あえて分かっていて法違反をする企業もある

のではないか。そのようなことをする企業に対しての罰則等

についても均等法に盛り込むべきではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 制度を分かっていても法違反をして

いるという企業もあるのではないかと

いうことだが、あるのだとしたら、それ

は、均等法の第９条の不利益取扱いの禁

止があるので、きちんと行政指導をやれ

ばいい。 

罰則を強化すれば均等法が事業主に

理解されるというものでもない。周知に

ついて労使でどういう工夫をするかの

ほうが現実的な対応ではないか。 
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３ セクシュアルハラスメント対策について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

①セクシュアルハラスメントの概念について 

○ 人事院規則 10-10「セクシュアルハラスメント防止等の運

用について」の通知においては、「性的な言動」の中に「性的

な関心や欲求に基づく言動」といったものが入っているが、

もう１つ「性別により役割を分担すべきとする意識に基づく

言動」の２つの類型がある。 

指針や第 11条においては、それが必ずしも明確ではないと

感じており、趣旨としていずれも規制をすべき差別的な内容

なので、その点をわかりやすく条文若しくは指針にも表すべ

きである。 

 

○ 指針の中に「広く背景に」という書き方で表現されている

とのことだが、それだけだと、少し分かりにくさもあるので

はないか。そもそもセクシュアルハラスメントを無くす基本

的な考え方を周知するという観点からも、もう少し明確化し

てもいいのではないか。 

 

○ まとめると、指針の性的な言動といった定義の中に、性別

役割分担意識に基づく意識を背景とした言動、いわゆるジェ

ンダーハラスメントといった内容も追加したほうがいいので

はないか。また、その防止をする努力、義務を事業主に求め

ていくといったことも必要ではないか。 

○ セクシュアルというのは性的なとい

う意味であり、性的な関心と「性別によ

って」というのは、少し違うのではない

か。 

公務員の指針には「性別によって」が

あるということだが、これはきちんと明

確に分けて、飽くまでも「セクシュアル

な」ということでどうするか議論したほ

うが良いのではないか。 

 

○ セクシュアルハラスメント自体は、い

わゆるわいせつ行為だけを禁止してい

るものではないと思っている。その上

で、多分セクハラを均等法の中に入れる

かどうかを議論したときに、性的役割分

担意識というものは、恐らく解釈通達に

も書いてあったと思うが、例えばお茶く

みなどについては、これは性的な言動そ

のものではないが、女性はお茶くみとい

う感じに捉えるのであれば、配置という

点でどうするかの対象となるとか、その

ようなことが書いてあったと思ってお

 

 

○ ＥＵの内容、１ページの後

ろ、人間の尊厳を侵害すると

ころの中身を見てみると、こ

れはパワハラとも読めるの

で、パワーハラスメントとセ

クシュアルハラスメントの規

定がある場合、どうなってい

るのか。ただ、具体的に企業

の取組としては多分一緒にや

ることになるので、パワハラ

のほうも少し横にらみしてお

いたほうがいいではないの

か。 

 

○ セクシュアルハラスメン

トというと、しばしばわいせ

つ行為と同視されるが、本当

は女性に対する差別意識とい

うか、性的な関心対象にしか

見ず、労働者として正当に評
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○ 今回の見直しでは、少なくともセクシュアルハラスメント

を防止するためにはジェンダーハラスメントの観点にも留意

した対応が必要であること、具体的にはセクシュアルハラス

メントの背景には固定的な役割分担意識など、いわゆるジェ

ンダーハラスメントがあること、これをなくしていくことが

セクシュアルハラスメントの防止にもつながること、セクハ

ラに準ずる行為も併せて防止措置を講ずる対象とすることな

ど、できれば法律に、無理であれば指針に盛り込むべき。 

 

り、そういうことで読めないのか。 

 

○ それ（性別役割分担意識）自体がセク

シュアルハラスメントであるというこ

とに、何か違和感がある。ただ、それを

どうするかということも重要だという

ことは当然認識するが、それを定義の中

に入れてというのは、どうなのかなと思

った。 

 

価しないことが背景にあるこ

とが多い。だからこそ前回の

均等法改正で、措置義務に強

化するとともに、場所も第二

章「雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保

等」に移したのではないか。 

 

②セクシュアルハラスメントを受けた労働者に対する措置に

ついて 

○ 企業でも相談窓口を設けたり、人事管理担当者が相談にの

ったり、いろいろな努力はしているが、被害者をどうやって

保護するのか。微妙な問題なので相談を受けるときにどうし

たらいいいか分からないとか、精神的ダメージを受けている

ので対応の仕方が分からないといった部分を補足しないと結

果的にメンタルな状態に追い込まれて、セクハラを受けた側

が辞めざるを得ない。 

均等室などにもたくさん相談が来ていると思うが、結果と

して辞める覚悟をしてから相談に行って金銭的な解決を求め

る例も多い。初動できちんと被害者を保護して職場に戦力と

して戻すという点について、対応としては不十分な気がする

ので、その補強はすべき。 

○ 被害を受けた労働者の雇用の確保に

ついては、大変重要なことだと思うが、

一方で、セクシュアルハラスメントを受

けたことによって、もう会社を辞めたい

という労働者もいる。 

それから、加害者が必ずしも同僚や上

司ではなく、小さい企業では社長そのも

のといった場合に、まさかその会社にい

たいということもないだろうから、非常

に各個別の話だと思う。それをどう指針

に書くかは、実は非常に難しいのではな

いか。この指針でもかなり細かくいろい

ろと書いてあるのではないかと思って

いる。 
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○ セクハラについては、被害者の保護と権利保障についても、

特に強調しておきたい。現行の法制度は、被害者の働き続け

る権利を確保するという視点では不十分だと思っている。事

業主にはハラスメントによるトラウマを抱えた被害者の仕事

と雇用を守り、職場で働き続けられるようにするためのルー

ルや手続を明確にして、必要な積極的措置を講じなければな

らないという義務を課すべき。使側の委員からは、辞めたい

被害者もいるという発言もあったが、そうした状況に追い込

まれないための対策の検討が求められる。 

  具体的には、指針の３の(３)に、被害者の保護と現職復帰

の項を新たに設けて、ハラスメントの回避や、健康を害して

療養が必要な労働者の休業と復帰の権利を保障するためのル

ールや手続、それらの過程で不利益が生じないようにする具

体的な定めを記載することなどが考えられる。事案にもある

が、被害者が精神的苦痛から休職や退職を余儀なくされる例

が多い。被害を受けた労働者が自信や誇りをそがれて、もう

退職しか道はないと思い込まされて、退職届を上司に提出し

たときに、上司は具体的にどのような対応を取るべきかなど

についても、指針で明記する必要があるのではないか。 

 

○ 相談対応、事後措置において、被害者保護の観点を明確に

しておく必要がある。加害者・被害者への対応を指針の中で

明確に分けて記載すべき。また、メンタル不調に追い込まれ

 

○ 企業内できちんと処理をする、あるい

は予防すること自体を否定しているわ

けでもないが、実際に雇用の面まで全て

指針の中にどう書き込むかになると、非

常に難しいのではないかという意見を

述べた。 

 

○ いわゆる休業補償や雇用保障という

話もあったが、セクハラによって精神的

にダメージを受けて休まれることもあ

ると思うが、一方で被害者が被害者だと

分からないように、要はセクハラが起こ

ったのではないかというときの対応と

して、当然そういうことが起こり得る

が、休業を取らせるとすると、それはど

のような理由で休ませるのか。つまり、

それらも含めて実際にどうするのかと

いうのはなかなか難しい点もあるので

はないか。 
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た被害者への配慮についても記載すべきである。どのように

記載するのかが難しいのも理解するが、改めて記載が必要と

主張したい。 
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４ ポジティブ・アクションの効果的推進方策について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

○ 女性の管理職比率を議論することがおかしいという意見は

理解できない。これは一番重要な指標のひとつであり、（管理

職の割合などについて）結果に表れる数値を当然見ていくべ

きである。 

 

◯ ポジティブ・アクションの前提となるデータの作成や開示

することによって気付きにもなるだろうし、最初からやる気

持がない所についてはおそらくリーダー自体がやる気がない

ということもあるだろうから、そういった企業に関しては、

開示を働きかけることも、一つの前に進める方法ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ そもそもポジティブ・アクション自体

が女性の活躍が進んでいない企業が取

組を行うものであって、活躍が進んでい

る企業にはその必要がないのではない

かと思っていて、本来は活躍が進んでい

るポジティブ・アクションに取り組む必

要のない企業が増えるのが理想ではな

いかと思っている。そうすると、この取

組率を見ることがどれだけ意味がある

のかと思っているところである。実際に

やっている所は入っていない上で、更に

これが進むほうがいいという話なのか

どうか。 

 

○ まず、管理職にするには、その候補が

いなくてはならない。候補がいるという

ことは、採用があるのだが、その採用に

関して、業種ごとに女性に選んでいただ

けないような企業というか業種もある。

そうすると必要な学部を出ていないの

であれば採用するのも難しいとなると、

企業、雇用の場からではなくて、これは

○ 取り組んで実績が上がっ

てきて、ある程度管理職が増

えている会社も十分あると思

う。ただ、（ポジティブ・アク

ションに「今のところ取り組

む予定はない」理由して「既

に女性は十分に活躍している

と思うため」と答えた企業の

データを見ると、）（女性の）

係長の数が０、（女性）管理職

の数が０とか、課長は次とい

うのはあると思うが、女性の

課長の数でも０という企業の

割合が 39％であるので、そう

いう意味では、やはり０とい

うのは、いくら何でも取り組

んだ成果が出ているとは見え

にくいと思う。これはなぜな

のかと考えなければいけない

と思うので、これで十分だと

は言えないのではないか。ポ

ジティブ・アクションの取組
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○ 賃金格差の要因をそれぞれの企業が把握することが一番大

事なのではないか。その把握がポジティブ・アクションにつ

ながっていくような形にしていければ一番良いと思う。 

  データは企業が持っているので、どういった部分が違うの

か、男女の割合はどうなっているか、それに対してどのよう

な改善をしたら格差がなくなっていくのかが見えるように、

データの作成や集計等を企業の努力義務として持ってもらえ

ればと思う。その上でポジティブ・アクションの計画策定、

格差の要因について説明の義務を求められたときに応じるこ

とを義務規定にするといったものも、格差を是正するための

１つの方法ではないか。もちろん、そういったことに関して

は事業主のメリットやインセンティブについても、別途検討

する必要があるとは思うが、少なくとも賃金格差については

縮小していくのではないか。 

 

○ これから確実に増えていくのであればいいが、まだまだ多

くの企業にポジティブ・アクションに取り組んでほしい状況

は変わらない。 

均等分科会の話ではないが、本来は学生

のとき、あるいはもっと前の段階からど

うしていくかを考えないとならないだ

ろう。雇用の採用のところからというの

は本当はなかなか難しいのかなと思う。 

 

○ 事業主としても、より女性に活躍して

もらう必要性については十分に認識を

している。そういう意味で、それぞれの

各企業の実情に応じて行う現行の形と

いうものが理に適っていると思ってお

り、これまで同様、効率的かつ柔軟な取

組が行われるようにしておくべきでは

ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が進んでいる会社はあるけれ

ども、もっとやってもらわな

ければいけない会社も相当あ

るのではないか。 

 

 

○ 確かに、「既に女性は十分

に活躍していると思うため

（ポジティブ・アクションに

今のところ取り組む予定はな

い）」という企業は、他の企

業よりも女性管理職の割合が

高く、女性の活用が進んでい

るようだ。ただ、そうはいっ

ても、国際比較や数値目標な

どと比べて決して高いわけで

はないということも同時に見

て取ることができる。企業に

おいて、女性が十分活躍して

いると主観的に判断していた

としても、本当に十分かどう

かはわからないわけで、客観

的に評価できるようにしてい

くことは課題ではないかと思
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「見える化」支援ツールをお出しいただいたが、様々なツ

ールとか、インセンティブを多種多様に活用して、できる限

り取組みやすい土壌というのをどう作るのかがもう一つの課

題だと思っている。企業表彰と、公契約であるとか、経済的

なインセンティブであるとか、女性の活躍推進を国として進

めるためにもできるだけ多様なインセンティブやツールを出

していくことが、結果的に効果に繋がるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。 

 

○ まずはそこここの会社で、

企業の実情に応じた何がしか

の努力をしていくことが不可

欠だと思う。他方で、トータ

ルで見ると、国がポジティ

ブ・アクションの意義をアピ

ールし、目標を掲げてまっす

ぐ進むことも大変重要だと思

う。 

 

○ 例えば 14条の方を使って、

「援助」と書いてあり、現在

の解釈通達では、助言、情報

提供等が考えられるというこ

とだが、これが一体どこまで

広がりうるのか。今のところ

は情報提供等が中心と思うけ

れども、ほかにもいろいろ手

法があり得るのではないか。

ただその際には、事情が、産

業によっても企業によっても

違うので、カスタマイズする
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必要があり、自覚的にどれだ

け取り組んでいるかがポイン

トなのではないか。 

 

○ 企業がそれぞれの実態、そ

れぞれの課題が違うので、実

態にあった取り組みがポジテ

ィブ・アクションだと考える。

一律にこれをやれというのは

なかなか難しいと思ってい

る。 

 

○ 全般的にみて、日本におけ

る女性の活用はまだ十分では

ないと言えると思う。ポジテ

ィブ・アクションが有効なツ

ールとして使えるのであれ

ば、引き続き進めていくべき

であり、その後押しをするた

めに、一層の周知を図ること

やこれまでの様々なアプロー

チを充実させていくことが必

要だろう。また、企業が取り

組むことでメリットを感じら
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れるような仕組み作りも重要

だろう。 
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５ 法の履行確保について（行政指導、紛争解決の援助、調停） 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

○ 履行確保を強化するということは大きな課題であり、例え

ばパート法改正の建議には、「労働局長が勧告を行う場合であ

って、必要と認められたときに、措置計画の作成を求めるこ

とができるようにすることが適当である」と記載されている。

履行確保の強化の１つの手段として、均等法第 29条にも同様

の規定を盛り込むほうが良いのではないか。その場合に措置

計画は、労働組合若しくは過半数代表への説明・協議又は労

働組合若しくは過半数代表の意見聴取と意見書の添付を、法

律で義務付けることがより効果的で望ましい。 

  事業主にとってはこうした計画について、行政に対する責

務であって、労働者に対しては責務を負わないなどというこ

とも聞いているが、計画は労働者に対する義務でもある旨の

明確化が必要であり、第 29条に基づく措置計画の作成や提出

が求められた場合には、労働者や労働組合に周知しなければ

ならないという規定を第 29 条の２に追加するか、第 29 条の

３を新設して盛り込むべき。 

 

○ 労使ともに均等法の内容について十分知らないのが現状で

あることもあり、法の趣旨や事業主の講じている措置につい

て、労働者に周知・啓発することを事業主に法律で義務付け

るなどの対策を講じ、労使で法の周知と定着に取り組むこと

が重要ではないか。 

○ パート法の関係については、昨年６月

の建議、そのあとに法律の改正がされた

という形にはなっていないのではない

かと思う。そうすると、パート法の中で

どう規定されるかわからない中で、建議

を前提にして議論をしていいのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 周知に関しては、確かに一義的に事業

主がということはもちろんだが、事業主

では限界があることもあって現状があ

るとしたら、どのような仕組みで、どの

ようにしていくかというのは、事業主だ
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○ 指導してもなお調停に出席しないということで、26件のう

ちの多くが打ち切りとなってしまったというのは、残念な思

いがする。せっかく調停という形での解決に向けた動きが、

途中で打ち切りになってしまうということなので、法律の履

行確保の面からも、例えば調停への出席に関する応諾の義務

を課すといった何かの改善ができないのか。 

 

けではなくて全体的に考えるべき話で

はないか。 
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６ その他（男女間賃金格差 等） 

（１）男女間賃金格差について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

①賃金に関する差別禁止規定を均等法に盛り込むことについ

て 

○ 男女間の賃金格差というのは、雇用管理の各ステージにお

ける男女の扱いのアンバランスが積み重なって生じるものだ

ということは、皆さんも承知のとおりかと思う。法の目的の、

男女の均等な機会及び待遇の確保には、賃金の男女均等取扱

いが含まれるということを明確に示すとともに、例えば指針

等において、各条文の性差別禁止条項が、賃金格差是正を念

頭に置いても運用されるものであるということを明記してい

ただきたい。 

 

○ 労基法第 4条に書いてある男女同一賃金原則については、

大切な規定だと思うので、大事にすべきだ。賃金格差につい

て、例えば、「職階」が同じになれば（男女間賃金格差が縮ま

る）、その同じになればというところは、やはり雇用管理各ス

テージにおける色々な、順を追ったステージのアンバランス

を是正していくことによって解消されるものである。だとす

れば、そういったことについて実効性を保つ雇用機会均等法

の中でも、併せて明示した方がいいのではないか。 

 

 

○ 賃金に関しては、まず、労基法できち

んと明記されているので、均等法にとい

うことは考えていない。処遇というの

は、均等法の中の各雇用ステージの中の

機会の均等を図ることによって結果と

して伴ってくるものなので、そういう手

法で良いのではないか。 

 

 

○ 企業においては、女性が働きやすい環

境ということで育児や介護の休職制度

といったものも充実してきているし、男

女の差のない処遇というところでのポ

ジティブ・アクション的な活動も随分や

ってきている。ただ、女性の働き方が何

によって決まるかというと、企業が準備

するそういったものに加えて、社会保障

とか年金制度、税制といったものも含め

て判断し、どう働くのか、企業の中でど

 

 

◯ 今の男女間の待遇格差の

問題は色々な要因が絡み合っ

ていて、ある 1 つだけを取り

出せば解決できるというよう

なことが、諸外国でも言われ

ているが、難しくなっている

と思う。つまり、理念として

は均等の実現であっても、

様々な制度との関連性があっ

て、それをどういう手法で達

成していくかである。例えば、

ポジティブ・アクションとか

間接差別の問題などにも関わ

りがあるが、コース別管理等

についてもそうである。合理

的配慮については、諸外国で

は、男女間の格差の問題を合

理的配慮で対応するというの

は余り例はないのではないか
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う働きたいのかといったことを決める

傾向が非常に大きいと感じている。 

例えば勤続年数が短くなってしまう、

あるいは年収をある一定の高さで規制

して、働くことを抑制していくなどとい

ったものにつながっていると感じてい

て、そういったものが賃金の格差の背景

にも大きく影響していると感じている。

現行の雇用機会均等法の分野だけでは

解決できない、複合的な問題があっての

データであることを認識しているので、

そのような意味では、現行の法律につい

てはかなり完備されているものだと認

識している。 

と思う。 

要するに、ある問題が様々

な要因を持って生まれてい

るときに、その要因にどうや

って対応するかという仕組

みの問題、それはポジティ

ブ・アクションであったり間

接差別の問題であったり、合

理的配慮という御意見も出

たが、そういう色々な手法を

どうやって選択して組み合

わせていくのかを検討する

必要がある。 

 

○ 男女格差の要因を法律で

細かく詰め出すときりがな

いし、そもそも法律でできる

のかという問題がある。企業

内で分析して改善を図ると

いう、「企業内」といえるか

どうか分からないが、各企業

の自己分析と対応によらざ

るを得ない部分もかなりあ

る。そのためにどういう法的
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仕組みを作るかは、なかなか

一筋縄ではいかない問題な

ので、新たな考え方、対応の

ようなことも検討する必要

があると思う。 

 

 

②職務評価に関する調査研究について 

 

○ 雇用管理区分ごとのコース別雇用管理における職務内容や

処遇についての合理性、透明性の向上のためにも、職務評価

の手法の活用が有効ではないかと思う。まずは調査ないし手

法の開発を行っていただきたい。 

 

○ パート法改正の建議の中で、調査・研究資料の整備に努め

る課題として、職務評価を入れているので、これらを必要な

事業主なり労働組合に提供することが適切である。したがっ

て、均等法第 28条に、「厚生労働大臣は、男女賃金格差の改

善に関して必要な事項、特に職務評価、職業能力評価につい

て、調査・研究資料を整備し、事業主等への提供を行うよう

に努める」という規定を置いたらどうか。 

 

○ 一般的な規定だと、例えば第 100号に基づいて具体的な職

務評価の在り方について開発をするということは、なかなか

 

 

○ 現行の第 28 条の調査・研究の中に、

当然厚生労働大臣のほうで必要と思う

ものが入るというように私はイメージ

している。 

 

○ そうすると、例示的に殊更書く必要が

あるかどうか。これはパート法のときに

も同じような議論をした覚えがあるが、

どうかというのはちょっと疑問に感じ

る。必要であれば、厚生労働大臣が行え

ばいいということが、現行法の中で解釈

できると思っている。 
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予算の確保もできないと思う。予算を確保して事業に着手す

るためにも、明記が必要ではないか。 

 

 

（２） 仕事と生活の調和について 

労働者側委員 使用者側委員 公益委員 

○ 雇用のステージごとに性差別の禁止規定を第５条から第７

条で書いているが、その横串に、仕事と生活の調和ないし両

立ということを、考え方として盛り込まないと、現実問題と

して女性の側が全てリスクを負うということになり、社会的

にも大きな損失が生じるので、ここでは、改めて仕事と生活

の調和という考え方を、法の目的なり理念の中に明記してい

ただきたい。 

労働契約法では、第３条に仕事と生活の調和が明記されて

いるので、そういう関係法制との整合性も図っていただきた

い。 

 

○ 仕事と生活の調和に関して、先ほど、労側は単に労働時間

の短縮が念頭にあるという話があったが、決してそうではな

い。使用者側の言う多様な人材を活かす、多様な働き方をし

ていくという、「多様な」の中には、育児、介護といったもの

を担いながら働いていくという労働力もあるのだと思ってお

り、特に均等法の分野に限ると、例えば出産、育児といった

ものを契機として、職場にいられなくなるということがある

○ 仕事と生活の調和に関して、この均等

法は 20 数年かけて現在の形になってお

り、男女双方に対する差別を禁止する法

律だということで、そういう意味では、

性別による差別以外の、いわば異なる観

点を均等法に入れるということについ

ては、均等法の趣旨が曖昧になるので賛

成できない。 

  それから、いわゆる仕事と生活の調和

と言っても、実は労使は同じ意味で使っ

ていないのではないかという懸念があ

る。定義がはっきりしていないにも関わ

らず、その言葉だけが法律に明記される

ということについて、納得し難い。 

  そもそも、労側委員の考える仕事と生

活の調和については、どういうものなの

かというところも疑問に思っている。よ

く見る文脈では、単に長時間労働の是正
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とすれば、仕事と生活の調和の、多様な人材を活かすという

精神が十分に浸透していないことが根本的な要因として考え

られるため、この分野においても仕事と生活の調和、多様な

人材を活かすといった考え方をきちんと入れることが必要。 

 

○ 労使の考え方が違うのではないかということだが、この言

葉については、例えば労働契約法の第３条に明記されている

し、均等法についても附帯決議であるとか、いろいろなとこ

ろで「仕事と生活の調和」という言葉は用いられているので、

その言葉がこの法律に使うのは相応しくないという指摘は、

当たらないのではないかと思う。 

 労働側は、単に長時間労働を是正することを仕事と生活の

調和といっているかということだが、もちろんそれだけでは

ないが、長時間労働の是正というのは、仕事と生活の調和と

いう点ではかなり大きな問題である。 

 

○ 育・介法などで、仕事と生活の調和のための法制度は充実

してきたが、現実的に制度を利用しているのは女性であって、

まだ育児は女性という考え方から抜け出せていない。このこ

とが男女格差の要因にもなっていることもある。雇用分野に

おける男女平等の達成には、男女双方の仕事と生活の調和が

必要であり、労働契約法にもこのことは入っている。均等法

第２条にも、仕事と生活の調和を明記していただきたい。ま

た、法律の名称については、諸外国のように「男女雇用平等

のことを言っているのかと懸念してい

るところで、そうであれば、使側の考え

る定義とは異なっている。 

  私どもの考えるワーク・ライフ・バラ

ンスというのは、多様な働き方と効率的

な仕事を模索することで、仕事の質的向

上、それによって生活の充実を高めると

いう相乗効果をマッチングさせるとい

うことを目指すもので、いわゆる生産性

の向上というものが、常に前提にある。 

  そういう意味で、同じ意味合いでない

ならば、特に法律の中に入れるというこ

とは、私どもとしては賛成し兼ねる。 

 

○ ワーク・ライフ・バランスは先ほど、

労側と使側で認識が違うというコメン

トもあった。家庭と仕事の調和という観

点に立ってくると、個人によっても相当

ばらつきがある。どういう時点で「調和

が取れている」と判断するかというのは

非常に個別になっていくものだと思う。 

  そういったところの中で現在、この第

９条の周知・認識自体がまだ不十分なと

ころがある中で、更に個人によっての判
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法」とすることが望ましいということも、改めて強調させて

いただく。 

 

○ 「仕事と生活の調和」のところだが、育・介法があるから

法体系としてはそれでいいというような意見も前にあった

が、確かに育・介法が整備されて、以前よりも大分利用しや

すくなり、それでも辞めていらっしゃる方などがかなりいる

が、問題は、育・介法ができて、それを使う方が圧倒的に女

性に偏っているという状況がある。結果的に、女性が取得す

ることで雇用における差別が再生産されているという循環が

あるように思う。そこをどう解決するかというのが、今、私

たちの問題意識としては非常に重要だと思っている。男性の

取得をどう促進していくかとか、例えば障害者の権利条約な

どを見ると、直接差別、間接差別ともう１つ、合理的配慮と

いう考え方が入っている。妊産婦なり育児・介護に従事する

労働者に対する合理的配慮という考え方が、今日の段階では

「考え方」と申し上げておきたいと思うが、入ってもいいの

ではないか。そうでないと、女性が育児なりに専念すること

の構造的な結果が、差別の再生産につながるというサイクル

がなかなか止まらない。 

 

○ 今、女性が働きながら妊娠・出産をするということが非常

に困難な現状がある。妊娠・出産なり、育児がリスクと考え

られるような状況があるというのは事実だと思う。妊娠・出

断が異なるワーク・ライフ・バランスと

いったものを上の概念として持ってく

るというのは、より混乱をもたらしてい

くものになりかねないのではないのか

なと思います。ワーク・ライフ・バラン

スという概念そのものが役に立たない

とか、そういうことを言っているわけで

は全然ないが、判断軸が異なるもの、人

によって異なるものを更にこの第９条

のところに関連して、法律の概念のとこ

ろに持ってくるというのは反対。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 諸外国では、男女間の格差

の問題を合理的配慮で対応

するというのは余り例はな

いのではないかと思う。 

【再掲】 

 

○ 均等法第２条の「職業生活

の充実」の中には、広い意味

では、仕事だけが充実すれば

いいのではなくて、仕事が充

実するためには仕事以外でや

りたいこと、やらなければい

けないことができるような働

き方があるということは、例

えばワーク・ライフ・バラン

ス憲章が出来ている背景を考

えれば多分あるのではない

か。 

  「職業生活の充実」という

のは育児・介護よりもっと広

く解釈することも可能ではな
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産というのは「性差別ではない、要するに女性だけが行うこ

となので、差別の定義に具体的に含まれていない」というこ

とのようだが、個人にとっても、企業にとってもリスクと考

えて本当にいいのか、大きな考え方として問われると思って

いる。 

  例えば、男性が育児休業を取ると、今でも評価が下がった

り、キャリアの中断と見られてしまったりする現実もある。

男性の側にとっても不利益に働いているということを、改め

て考えておく必要があるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 仕事と生活の調和ないし両立について、少なくともコンプ

ライアンスということで、現に制度化されている制度の使い

勝手をよくして、きちんと制度が使えるようにした上で、性

差別の禁止ということも併せて考えていただきたいというこ

とで、無用に広げているということではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いか。例えば、社会人大学に

行って勉強する時間を確保で

きる働き方があるとことが、

実は「職業生活の充実」に結

び付くと考えられるのではな

いか。 

 

○ 「職業生活の充実」の中に、

例えば働きがいを含めること

は、正に職業生活の問題であ

ろうと思う。ワーク・ライフ・

バランスそのものというよう

なことになると、均等法とは

やや異なる問題ではないかと

いう感じがあり、同じ問題に

つき二重に法律が存在すると

いうのは、法制的には難しい

ところがあろうかと思う。 

 

○ 先ほど中島委員が「コンプ

ライアンス」とおっしゃった

とき、私はこの第 9 条につい

て、妊娠、出産を理由として

現にいろいろ問題が起きてい
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○ 要するに「コンプライアンス」と言っているのは、労働基

準法における育児時間であるとか、育児時間というのは授乳

時間ということになるので妊娠、出産のほうに入るのかもし

れないが、あるいは労働時間法制における短時間勤務の保証、

いろいろな制度がある。育児・介護休業法の中にも育児に関

わるさまざまな手当がされているが、そういうものを十分に

使えるだけの履行確保がなされていれば現行制度だけでもか

なりの女性たちが救われると私たちは思っている。 

  そういう趣旨でも、この「仕事と育児の両立」という考え

方、「仕事と生活の調和」と表現するのがいいのか、そこはこ

れから具体的に議論した方がいいと思うが、そういう考え方

を具体的に横串として入れておかないと、性差別というのは

なかなか無くならない。 

 

 

 

○ 今発言のあったこと（「仕事と生活の

調和」）については、それぞれ個別の法

律の中で、もう既に明記されているもの

と思っている。特に、育児というものを

幅広く取れば妊娠、出産から入ると言え

ばそれまでだが、ただ育児そのものにつ

いては育児・介護休業法があるというこ

とと、それをなぜ男女の性別、性別によ

る差別禁止法の中にその中味を盛り込

むのかということはなかなか腹落ちし

ない。 

 

 

 

 

るので、きちんと今の法律を

守らせるということだと思っ

ていた。ただ、その後お聞き

すると、均等法だけではなく

て労基法や育児関係の法律も

含めておっしゃっているよう

だ。それは私も全く反対では

ないが、こと均等法に関して

は、妊娠、出産は第９条であ

って、そこの問題にとりあえ

ずはなるのかなと考えてい

る。 

 

 

 

（注）下線太字部分は、前回（平成 25年６月 24日）の雇用均等分科会における意見 


